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１ 【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

2025年11月10日で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号の

４の規定に基づき提出いたしました臨時報告書につき、記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するた

め臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

２　報告内容

３．１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交

付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠

（１）１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法

①会社法第235条第１項又は同条第２項において準用する同法第234条第２項のいずれの規定による処理を予定

しているかの別及びその理由

 
 
４．本株式併合がその効力を生ずる日

 
 

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

 
３．１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理により株主に交付さ

れることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠

（１）１株に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法

①会社法第235条第１項又は同条第２項において準用する同法第234条第２項のいずれの規定による処理を予定し

ているかの別及びその理由

 
（訂正前）

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様が所有

する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。

本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法（平成17年法律第86号。そ

の後の改正を含みます。以下同じです。）第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計

した数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じとします。）に相当する当社

株式を売却し、その売却によって得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いた

します。

当該売却について、当社は、当社株式が2026年１月６日に上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式にな

ることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられること、及び、本株式併合が当社の株主を公開

買付者のみとすることを目的とした本取引の一環として行われるものであり、かかる目的との関係では公開買付者

が端数相当株式の買受人となるのが整合的であることを踏まえ、会社法第235条第２項の準用する同法第234条第２

項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することを予

定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である

2026年１月７日の当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価

格と同額である1,420円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。

ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が

上記金額と異なる場合もあります。

 
（訂正後）

上記「１．株式併合の目的及び理由」に記載のとおり、本株式併合により、公開買付者以外の株主の皆様が所有
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する当社株式の数は、１株に満たない端数となる予定です。

本株式併合をすることにより株式の数に１株に満たない端数が生じるときは、会社法（平成17年法律第86号。そ

の後の改正を含みます。以下同じです。）第235条その他の関係法令の定める手続に従い、当該端数の合計数（合計

した数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切捨てられます。以下同じとします。）に相当する当社

株式を売却し、その売却によって得られた代金を、端数が生じた株主の皆様に対して、その端数に応じて交付いた

します。

当該売却について、当社は、当社株式が2026年１月14日に上場廃止となる予定であり、市場価格のない株式にな

ることから、競売によって買受人が現れる可能性は低いと考えられること、及び、本株式併合が当社の株主を公開

買付者のみとすることを目的とした本取引の一環として行われるものであり、かかる目的との関係では公開買付者

が端数相当株式の買受人となるのが整合的であることを踏まえ、会社法第235条第２項の準用する同法第234条第２

項の規定に基づき、裁判所の許可を得て、当該端数の合計数に相当する当社株式を公開買付者に売却することを予

定しております。

この場合の売却額は、上記裁判所の許可が予定どおり得られた場合には、本株式併合の効力発生日の前日である

2026年１月15日の当社の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様が所有する当社株式の数に本公開買付価

格と同額である1,420円を乗じた金額に相当する金銭が交付されるような価格に設定することを予定しております。

ただし、裁判所の許可が得られない場合や計算上の端数調整が必要な場合等においては、実際に交付される金額が

上記金額と異なる場合もあります。

 
 
４．本株式併合がその効力を生ずる日

 
（訂正前）

2026年１月８日（予定）

 
（訂正後）

2026年１月16日（予定）
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